
会議の名称

出  席  者

世田谷区防災街づくり基本方針の改定（案）について 都市整備部

世田谷区第三次住宅整備後期方針（案）について 都市整備部

「世田谷区空家等の対策の推進に関する条例」（案）について 都市整備部

区長、板垣副区長、宮崎副区長、教育長、世田谷総合支所長、北沢総合支所長、玉川総合支所
長、砧総合支所長、烏山総合支所長、政策経営部長、地域行政部長、区長室長、保健福祉部
長、都市整備部長、会計管理者、教育次長、区議会事務局長
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【意見等】
・パブリックコメントの実施結果、素案からの追加・修正等について説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

【意見等】
・マンション管理や空き家活用については記載しないのかという質問に対し、マンション
管理については方針（案）の８６頁に、空き家活用については８７頁に記載しており、と
もに条例化の検討についても記載しているとの説明があった。
・高齢者のいる世帯数の推移（概要版２頁及び方針案２１頁）について、平成２２年度ま
でのデータとなっているが、第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画では最新の
データを記載している。最新のデータを入れられないかという質問に対し、当該データ
は、国勢調査の結果を基にしているため、平成２２年度となっている。高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画を確認し、追記等が可能であれば対応するとの説明があった。

【修正事項】
・高齢者世帯数の推移については、最新のデータを補足説明として追記した。

【審議結果】
　指摘を踏まえ修正の上、付議事案を了承とする。

2審議概要

会　議　録

平成28年1月15日開催　政策会議

開催日時
平成28年1月15日（金曜日）　午前9時05分から

                         　午前11時20分まで

【意見等】
・パブリックコメントの結果を見ると、空き家の有効活用に関する意見が多く寄せられて
いるという意見に対し、空き家等の実態を把握し、今後、空家対策計画を策定していく中
で検討していきたいとの説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。
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「世田谷区空家等対策審査会条例」の一部改正（案）について 都市整備部

「世田谷区住居等の適正な管理による良好な生活環境の保全に関する
条例」（案）及び施策について

環境総合対策室

自然エネルギー活用による自治体間連携の仕組み構築に向けた川場
村との協定締結について

環境総合対策室

【意見等】
・電力事業に協力いただいた区民への還元は特産品や川場村の無料宿泊を考えているが、
詳細は今後詰めるとの説明があった。
・事業そのものに区の財政負担がないと説明があった。
・川場村との今までの経緯も踏まえ、協定を締結したとの説明があった。
・補助金などの支援を環境省へ求めていくと説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要
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【意見等】
・「世田谷区空家等の対策の推進に関する条例」の制定に伴い必要となる改正内容等につ
いて説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

【意見等】
・行政代執行をどうするか検討したが、素案の段階で緊急措置としたと説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。
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世田谷区総合戦略（案）について 政策経営部

世田谷区がん対策推進計画（案）について 世田谷保健所

備　　考

所  管  課
(会議録作成所管)

【意見等】
・３頁の「２　策定にあたって」に書かれている、地方との交流・連携についての考え方
に、これまでの区の取組みを踏まえ、都市としてのスタンスや哲学を書き込むこと。
・２１頁の「３ 人口ビジョン　(3)人口推移における基本認識」に書かれている、全国的
な将来人口動向に対する区の認識について、全国的な人口減少と若者世代の減少といった
課題を踏まえた書きぶりに見直すこと。
・４４頁の「７　実現に向けて　(4)国・東京都・他区市町村間の連携」には、補助金等
をさらに活用していく話と、他自治体との連携という話は切り分けて表記すること。
・平成２７年１１月に交流自治体の長を集めて実施した首長会談についても記載するこ
と。

【修正事項】
・指摘について追記および表現等を修正した。

【審議結果】
　指摘を踏まえ修正の上、付議事案を了承とする。

審議概要
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政策経営部　政策企画課
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【意見等】
・P24の新たながん検診目標受診率について、「区検診」は区が実施するがん検診を指
し、「区全体の現状」は区検診のほか職域や人間ドックによる検診を含めた区全体の検診
を指しており、その「区全体の現状」は区民アンケートの結果から算出している旨の説明
があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。
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